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◆使い方◆ 
 

  

 

1．面接指導体制の確認を行

う場合、現在の面接指導体制

が各アクション項目で｢不十

分である｣、または、「改善の

余地がある」と感じた場合に

は、｢不十分である｣の欄に○

をつけて下さい。また、｢十分

できている｣場合は、｢できて

いる｣の欄に○をつけて下さ

い。 

 

 

 

 

2．すべてのアクション項目にチェックが終わったら、「不十分である」に○がついている項目の

うち優先的に改善を行う項目について、「優先する項目｣の欄にチェックをつけて下さい。なお、

チェックの数に制限はありません。 

 

3. ｢優先する項目｣にチェックがついているアクション項目から、｢改善のヒント｣の解説や事例

を参考に、面接指導体制を改善して下さい。 

4. 参考事例について、さらに詳細な事例を見たい場合は、 

「過重労働対策ナビ（URL; http://www.oshdb.jp/）」上で閲覧できます。 

 
※ 面接指導体制を一から作成する場合は、「過重労働の定義」から「紹介･自己申告」までの各ステ

ップの「解説」や「ヒント事例」を参考にしながら、体制作りを進めて下さい。 

 

　

Ａ　過重労働の定義

①労働時間や休日出勤の回数などによって決める ４㌻ ⇒

②労働時間以外の判断基準を決める ４㌻ ⇒

Ｂ　過重労働者の把握

③労働時間を把握する方法を決める ５㌻ ⇒

④時間管理が難しい労働者の健康状態を把握する ５㌻ ⇒

⑤過重労働の定義を満たす労働者一覧に時間外労働時間などの情報をあ
わせて、産業保健従事者へ提供する手順を決める

５㌻ ⇒
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◆構成◆ 
 

本冊子は、長時間労働者に対する医師による面接指導体制を構築するため、または面接指導体

制の確認を行うためのものです。本冊子の構成は、「アクションチェックリスト」、改善のヒント

として法令通達に準じた「解説」、および過重労働対策ナビ（URL; http://www.oshdb.jp）上

の事例から作成した「ヒント事例」の 3 つの部分からできています。「解説」では、法令通達で示

されている内容のポイントが、法令の内容は黒色、通達の内容は灰色、その他は青色で色分けさ

れて記載されています。また、「ヒント事例」では、具体的な事例が記載され、これを参考にしな

がら面接指導体制の構築や確認ができます。 

さらに、詳細な事例は、ヒント事例にリンクした WEB の過重労働対策ナビ上で見ることがで

きます。 

 

http://www.oshdb.jp/


 
 

　

Ａ　過重労働の定義

①労働時間や休日出勤の回数などによって決める ４㌻ ⇒

②労働時間以外の判断基準を決める ４㌻ ⇒

Ｂ　過重労働者の把握

③労働時間を把握する方法を決める ５㌻ ⇒

④時間管理が難しい労働者の健康状態を把握する ５㌻ ⇒

⑤過重労働の定義を満たす労働者一覧に時間外労働時間などの情報をあ
わせて、産業保健従事者へ提供する手順を決める

５㌻ ⇒

Ｃ　面接対象者の選定

⑥過重労働の定義を満たす労働者から面接指導の対象者を決める ６㌻ ⇒

Ｄ　面接対象者の呼び出し

⑦どのように呼び出すか（経路・方法）を決める ７㌻ ⇒

⑧未受診者を減らす工夫をする ７㌻ ⇒

Ｅ　面接の実施

⑨誰がどのように面接するかを決める ８㌻ ⇒

⑩問診内容や検査項目などを決める ８㌻ ⇒

⑪面接を受けられない場合の対応を決める ９㌻ ⇒

Ｆ　事後措置

⑫健康状態に問題がある場合の対応方法を決める ９㌻ ⇒

⑬面接結果を事業場に報告する流れを作る ９㌻ ⇒

Ｇ　フォローアップ

⑭本人が希望した時や産業医が必要と判断した時は、フォローアップの
面談を行う

10㌻ ⇒

Ｈ　記録の取扱い・保管

⑮面接指導の記録は個人情報として取り扱う 10㌻ ⇒

⑯面接指導の記録の保管方法を決める 10㌻ ⇒

Ｉ　紹介・自己申告

⑰面接を希望する労働者が申し出る方法を決める 11㌻ ⇒

⑱健康上問題が疑われる労働者を産業保健従事者に紹介する手順を決め
る

11㌻ ⇒
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